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寒川町職員定数条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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提案理由 

多様化する住民ニーズに対応する現状の事務量等に鑑み、町長の事務部局の職員

及び教育委員会の職員の定数の適正化を図るため提案する。 



寒川町条例第 号 

 

寒川町職員定数条例の一部を改正する条例 

 

寒川町職員定数条例（昭和28年寒川町条例第11号）の一部を次のように改正する。 

第3条第1項の表中「260」を「285」に、「29」を「35」に、「30」を「24」に改め

る。 

附 則 

この条例は、令和7年4月1日から施行する。 



寒 川 町 職 員 定 数 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

第 3条  職 員 の 定 数 は 、 次 の と お り と す

る 。  

第 3条  職 員 の 定 数 は 、 次 の と お り と す

る 。  

部 局 等  定 数  

1 町 長 の 事 務 部 局 の 職 員  260 

（ 略 ）  

3  教

育 委

員 会  

事 務 部 局 の 職 員  29 

学 校 、 そ の 他 の 教 育

機 関 の 職 員  

30 

（ 略 ）  
 

部 局 等  定 数  

1 町 長 の 事 務 部 局 の 職 員  285 

（ 略 ）  

3  教

育 委

員 会  

事 務 部 局 の 職 員  35 

学 校 、 そ の 他 の 教 育

機 関 の 職 員  

24 

（ 略 ）  
 

2 （ 略 ）  2 （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 7年 4月 1日 か ら 施 行 す

る 。  

 


